
一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
別
表
第
三
号
の
40

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
七
年
総
務
省
告
示
第
千
二
百
二
十
八
号
（
宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
、
イ
ン

マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
航
空
機
地
球
局
（
一
、
六
二
六
・
五
MHz

を
超
え
一
、
六
六
○
・
五
MHz

以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る

。
）

を
除
く

。
）

の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

武
田 

良
太 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」

と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



二
頁 
  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無

線
設
備
で
一
、
六
一
八
・
二
五
MHz
か
ら
一
、
六
二
六
・
五
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
う

ち
、
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

 

周
波
数
帯 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値 

備
考 

一
〇
kHz
を
超
え
三
〇
MHz
以
下 

任
意
の
一
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻

射
電
力
の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
六
六
デ
シ
ベ
ル

（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の

欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値 

 

三
〇

MHz
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
MHz

以
下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方

輻
射
電
力
の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
六
六
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

一
、
〇
〇
〇

MHz
を
超
え
一
、
五

五
九
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

一
、
五
五
九

MHz
を
超
え
一
、
六

〇
五
MHz
以
下 

任
意
の
五
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
接

続
端
子
で
の
平
均
電
力
が
（
－
）
一
一
八
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

注
１
、
２ 

一
、
六
〇
五

MHz
を
超
え
一
、
六

一
〇
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら

（
－
）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値 

注
３ 

一
、
六
二
八
．
五

MHz

を
超
え

一
、
六
三
一
．
五
MHz
以
下 

任
意
の
三
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻

射
電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

一
、
六
三
一
．
五

MHz

を
超
え

一
、
六
三
六
．
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方

輻
射
電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

一
、
六
三
六
．
五

MHz

を
超
え

一
、
六
四
六
．
五
MHz
以
下 

任
意
の
三
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方

輻
射
電
力
の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

一
、
六
四
六
．
五

MHz

を
超
え

一
、
六
六
六
．
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

一
、
六
六
六
．
五

MHz

を
超
え

任
意
の
三
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

 

 



三
頁 
  

二
、
二
〇
〇
MHz
以
下 

電
力
の
平
均
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

二
、
二
〇
〇

MHz
を
超
え
一
八
GHz

以
下 

任
意
の
三
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力
の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

 

注
１ 

二
〇
ミ
リ
秒
間
の
平
均
電
力
と
す
る
。 

２ 

携
帯
移
動
地
球
局
と
衛
星
無
線
航
法
装
置
の
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
四
〇
デ
ジ
ベ
ル
を
超
え
る
場
合
、

当
該
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
四
〇
デ
シ
ベ
ル
と
の
差
を
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
無
線
航
行
衛
星
業
務
の
受
信
設
備
を
搭
載
し
な
い
場
合
を
含
め
、
全
て
の
場
合
に
お
い

て
、
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
許
容
値
は
二
六
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

周
波
数
に
対
し
て
直
線
的
に
増
加
し
た
値
と
す
る
。 

 

五 

対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動

地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
二
、
〇
〇
〇

MHz
か
ら
二
、
〇
〇
五

MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し

二
、
一
九
〇
MHz
か
ら
二
、
一
九
五
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六 

深
宇
宙
に
あ
る
宇
宙
物
体
に
開
設
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。 

七 

［
略
］ 

四 

対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動

地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
二
、
〇
〇
〇
MHz
か
ら
二
、
〇
〇
五
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
二
、

一
九
〇
MHz
か
ら
二
、
一
九
五
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射

の
強
度
の
許
容
値
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五 

深
宇
宙
に
あ
る
宇
宙
物
体
に
開
設
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。 

六 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


